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階層 事務費 生活費
居住に
関する
費用

水道料 計

１ 10,000 42,490 20,000 1,260 73,750

２ 13,000 42,490 20,000 1,260 76,750

３ 16,000 42,490 20,000 1,260 79,750

４ 19,000 42,490 20,000 1,260 82,750

５ 22,000 42,490 20,000 1,260 85,750

６ 25,000 42,490 20,000 1,260 88,750

７ 30,000 42,490 20,000 1,260 93,750

８ 35,000 42,490 20,000 1,260 98,750

９ 40,000 42,490 20,000 1,260 103,750

１０ 45,000 42,490 20,000 1,260 108,750

１１ 50,000 42,490 20,000 1,260 113,750

１２ 57,000 42,490 20,000 1,260 120,750

１３ 64,000 42,490 20,000 1,260 127,750

１４ 2,700,001～2,800,000 71,000 42,490 20,000 1,260 134,750

１５ 2,800,001～2,900,000 78,000 42,490 20,000 1,260 141,750

１６ 2,900,001～3,000,000 85,000 42,490 20,000 1,260 148,750

１７ 3,000,001～3,100,000 92,000 42,490 20,000 1,260 155,750

１８ 3,100,001円以上 95,551 42,490 20,000 1,260 159,301

（注）1、

2、

3、

必要です。

「ケアハウス日野」利用料金表

  対象収入による
階層区分

1,500,000円以下

1,500,001～1,600,000

1,600,001～1,700,000

1,700,001～1,800,000

1,800,001～1,900,000

1,900,001～2,000,000

2,000,001～2,100,000

2,100,001～2,200,000

2,200,001～2,300,000

2,300,001～2,400,000

経費を控除した後の収入を言う。

生活費については、冬期間（11月～3月までの5ヶ月間）暖房費として3,830円

加算されます。

以上の料金のほかに各人が居室において使用しました、光熱費や電話代などが

2,400,001～2,500,000

2,500,001～2,600,000

2,600,001～2,700,000

　　*  入居時一時金として　300,000円が必要です。

この表における「対象収入」とは、前年の収入（社会通年収入として認定する

ことが適当でないものを除く）から、租税・社会保険料・医療費などの必要


